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緊急事態宣言発令に伴う本連盟事業の中止について 

 

 日頃より、本連盟の事業にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

 1月７日に１都３県に緊急事態宣言が２月７日までの期間、再発令されました。新型コロ

ナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、以下の事業をやむなく中止させていただく

こととなりました。 

ご参加をご検討いただいていた皆さまにはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ご

ざいません。何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、1/9-11スキー大学（第１会場）は直前のため感染防止対策を行い実施します。 

 

【中止事業】 

・1/15-1/17 スキー大学（第２会場） 

・2/5-2/7  スキー大学（第３会場） 

・1/29-1/31 スキー大学（第４会場） 

・1/16-1/17 トータルスノーボーディングフェスティバル 

 

 

【参加料返金と研修修了について】 

中止した事業の参加料は、後日、所属加盟団体経由で、振込み手数料を差し引き返金さ

せていただきます。 

研修修了扱いを希望される方については、１月 16 日～１月 29 日の期間内に、所属の都

道府県スキー連盟にご連絡いただいた場合のみ下記のとおりとします。 

 

①スキー大学申込者で、スキー指導者研修修了扱いを希望する場合は、参加費用から研

修会費（5000円）と振込み手数料を差し引き返金し、研修修了とします 

 

②スキー大学（検定員クリニック付）申込者で、スキー指導者研修と検定員クリニック

修了扱いを希望する場合は、参加費用から研修会費（5000 円）、クリニック費（3000

円）、振込手数料を差し引き返金し、研修修了とします。 

 

③トータルスノーボーディングフェスティバル申込者の内、スノーボード準指導員また

はスノーボード指導員資格所持者で、スノーボード指導者研修修了を希望する場合は、

参加費用から研修会費（5000円）、振り込み手数料を差し引き返金し、研修修了としま

す。 

 

 


